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墨東病院周産期センターにおける１１月の当直体制について 
 
 
 
墨東病院では、総合周産期母子医療センターの確実な体制を確保するため、１１月について

は以下の当直体制で対応します。 
なお、引続き、関係局、地元医師会、関係機関等と協議を続け、体制の充実に取り組んでい

きます。 
 
 
１ １１月の当直体制 

 （１）産科医師の当直について、１１月の土曜日、日曜日、祝日（計１２日）を可能な限り

２人体制（詳細は下記のとおり）とします。 
    ※平日は従来どおり２人体制 
 （２）また、一人体制の場合は、常勤医師による当直体制とします。 
 

 

 

  

 

《 １１月の土曜日・日曜日・祝日の当直体制  》 

 

平成２０年７月１日から原則として１人体制だったところを次のとおりとする。 

 
土曜日の体制 ⇒ ５日間のうち、４日間を２人体制 

日曜日・祝日 ⇒ ７日間のうち、①３日間は全日２人体制 

②２日間は夜間当直のみ２人体制 

※１人体制となる日 

８日（土）・９日（日）・１６日（日）の３日間は全日、２３日（日）及び３０日（日）の日中 

 

《 問い合わせ先 》 
病院経営本部経営企画部総務課 谷田・戸田 
電話０３－５３２０－５８２８・５８０５ 
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